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令和５年１２月１４日（木）

和気労働基準監督署

誰もが働きやすい安心・安全な職場づくり説明会

～行動災害の現状と今後の対策について～



そもそも行動災害とは・・・？

転倒や

腰痛等の動作の反動・無理な動作など、

職場における労働者の作業行動を起因と

する労働災害のこと
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労働災害による死傷者数の推移
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出典：平成23年までは、労災保険給付データ（労災非適用事業を含む）、労働者私傷病報告、死亡災害報告より作成。平成24年からは、労働者死傷病報告、死亡災害報告より作成。
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労働災害の種類と推移 ※資料出所：労働者死傷病報告
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転倒災害に係る年齢別の休業見込み期間の長さ
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50～59歳

40～49歳

30～39歳

20～29歳

19歳以下

１週間未満 １週間以上 ２週間以上 １か月以上 ２か月以上 ３か月以上

データ出所：労働者死傷病報告 休業４日以上の死傷者数（令和3年）
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ひとたび発生すると経営問題に直結する

労働災害が発生すると…

休 業 ・ 離 職

人 手 不 足

災害発生のリスク増加

余裕がない職場環境

労 働 災 害 発 生

悪循環で経営問題となることも・・・
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第13次労働災害防止推進計画期間中（平成30年度～令和4年度）
の和気署管内の事故の型別の死傷災害の割合
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第三次産業 全 業 種

転倒 動作の反動、無理な動作 墜落・転落

交通事故（道路） 切れ、こすれ その他

半数以上が行動災害
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第14次労働災害防止推進計画（令和５年度～令和９年度）
和気労働基準監督署版における行動災害防止について

・段差や凹凸の解消
・転倒リスク箇所の
「洗い出し」「見える化」
・負担軽減の為の省力化設備
の導入、介護技術「ノーリフ
トケア」の導入・定着 など

→災害を発生させる環境要因
の解消

【ハード（物的）対策】

・転倒・腰痛予防教育
・労働者毎の転倒・腰痛等

のリスクチェックの実施
・職場エクササイズや
ストレッチの実施 など

→個人的要因にも配慮した

対応の促進、

事業者・労働者の意識改革

【ソフト（人的）対策】

従来の４Sなどの一般的な対策に加えてさらに踏み込んだ対策を！
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第14次労働災害防止推進計画（令和５年度～令和９年度）
和気労働基準監督署版における行動災害防止について

□ 段差や凹凸の解消、４Sの徹底

□ 転倒危険箇所の「洗い出し」「見える化」

□ 作業に適した靴の導入

□ 負担軽減の為の省力化設備の導入、
介護技術「ノ―リフトケア」の導入・定着

【ハード（物的）対策】
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【ハード（物的）対策】
段差や凹凸の解消、４Sの徹底

床面の穴や凹凸、危険な傾斜、滑りやすい床材は補修・改修を
検討しましょう。

段差や凹凸の解消

４Sの徹底

□ 整理
必要なものと不要なものを区分し、不要なものを処分する。

□ 整頓
必要なものを、決められた場所に片付ける。

□ 清掃
汚れや水濡れなどが無い状態にする。

□ 清潔
職場をきれいにした状態を維持する。作業者自身も身体、
服装、身の回りをきれいな状態にしておく。
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【ハード（物的）対策】
転倒危険箇所の「洗い出し」「見える化」

□ 職場の危険マップを作成し、危険情報を共有する

□ 転倒の危険性がある場所にステッカーを掲示し、
注意喚起する。

職場の安全サイト
転倒災害防止対策の推進について
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【ハード（物的）対策】
作業に適した靴の導入

靴底の耐滑性を上げることで「滑り」と「踏み外し」のリスクを下げることができます。
「つまずき」も、靴底の構造によって、ある程度の効果を出すことができます。
ただし、滑りにくいことが、かえってつまずきの原因になる場合があるなど、作業現場に

よって有効な安全靴・作業靴は異なりますので、メーカーや販売店とよく相談しましょう。

ポイント

①靴の屈曲性

②靴の重量

屈曲性が悪いと、足に負担がか
かる上に、擦り足になり易く、
つまずく原因となります。

③靴の重量バランス

④つま先部の高さ

⑤靴底と床の耐滑性のバランス

靴が重くなると、足が上がりにく
く、擦り足になり易く、つまずく
原因となります。

重量がつま先部に偏っていると、歩
行時につま先部が上がりにくくな
り、擦り足になり易く、つまずく原
因となります。

つま先部の高さが低いと、ちょっとし
た段差にもつまずき易くなります。

靴底の耐滑性は、職場の床の滑り易
さの程度に応じたものとする必要が
あります。滑りにくい床に滑りにく
い靴底では、摩擦が強くなりすぎて
歩行時につまずく場合があります。
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【ハード（物的）対策】
負担軽減の為の省力化設備の導入、介護技術「ノ―リフトケア」の導入・定着

介護サービス事業における生産性向上
に資するガイドライン

腰 痛 を 防 ぐ 職 場 の 事 例 集
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第14次労働災害防止推進計画（令和５年度～令和９年度）
和気労働基準監督署版における行動災害防止について

□ 転倒・腰痛予防教育

□ 労働者の高齢化に伴う身体機能の低下への対策

□ 労働者毎の転倒・腰痛等のリスクチェックの実施

□ 職場エクササイズやストレッチ等の実施

□「職場における腰痛予防対策指針」に基づく対策の推進

【ソフト（人的）対策】
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【ソフト（人的）対策】
転倒・腰痛予防教育

行動災害の発生原因の一因として、管理者や労働者が転倒や腰痛
に関する知識・意識が薄いことがあげられます。
管理者、労働者一人ひとりが、転倒や腰痛について理解し、対策

の重要性を理解した上で取り組むことが大切です。

厚生労働省のHPなどで公開されている映像教材、教育資料など
をご紹介しますので、社内教育等にご活用ください。

保健衛生業における腰痛の予防

－参考（教材・資料）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31197.html
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【ソフト（人的）対策】
労働者の高齢化に伴う身体機能の低下への対策

高齢者の就労が一層進むと予測される中、高齢者が安心して安全に働ける職場環境の実現が求めら
れています。高年齢労働者の安全と健康確保のため、厚生労働省は高年齢労働者の安全と健康確保の
ためのガイドライン、通称「エイジフレンドリーガイドライン」を策定、事業者と労働者に求められ
る取組を具体的に示しています。
働く高齢者の特性に配慮したエイジフレンドリーな職場を目指しましょう。
エイジフレンドリー職場を目指すということは、全ての労働者が安全で健康に働ける快適な環境を

整えることにもなります。

エイジフレンドリーガイドラインのポイント（抜粋）

厚生労働省HP「高年齢労働者の安全衛生対策について」
エイジフレンドリーガイドライン、エイジフレンドリー
補助金、高年齢労働者の安全衛生に関する資料やリーフ
レット等の情報を提供しています。

■事業者に求められる取組
高年齢労働者の就労状況や業務の内容等の実情に応じ
て、国や関係団体等による支援も活用して、法令で義務
付けられているものに必ず取り組むことに加えて、実施
可能な高齢者労働災害防止対策に積極的に取り組むよう
努める。
【具体的な取組】
（１）安全衛生管理体制の確立等
（２）職場環境の改善
（３）高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
（４）高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
（５）安全衛生教育

■労働者に求められる取組
事業者が実施する労働災害防止対策の取組に協力

するとともに、自己の健康を守るための努力の重要
性を理解し、自らの健康づくりに積極的に取り組む
よう努める。
【具体的な取組】
・健康診断等による健康や体力の状況の客観的な把
握と維持管理
・日常的な運動、食習慣の改善等による体力の維持
と生活習慣の改善
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【ソフト（人的）対策】
労働者毎の転倒・腰痛等のリスクチェックの実施

身体機能が低下すると、自分では大丈夫と思っていても気がつかないうちに転倒しやすい
状態になっている場合があります。
筋力、敏捷性、静的バランスなど、現在の身体の状態を確認してみましょう。

身体的能力のセルフチェック
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501_14.html

厚生労働省では「職場のあんぜんサイト」を開設し、労働安全衛生の有効な情報等を発信
しています。その中の「ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト」において、筋力、敏捷性、静的
バランスなど、現在の身体の状態を簡単なチェックで確認できる方法が掲載されています。

●２ステップテスト［歩行能力・下肢筋力］

●座位ステッピングテスト［下肢の敏捷性］

●ファンクショナルリーチ［動的バランス能力］

●閉眼片足立ち［静的バランス能力］

●開眼片足立ち［静的バランス能力］
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【ソフト（人的）対策】
労働者毎の転倒・腰痛等のリスクチェックの実施

転びの予防 体力チェック
https://www.jisha.or.jp/order/korobi/

質問票 身体機能の意識 測 定 身体機能の実際

評 価 ①歩行能力・筋力

②敏捷性

③動的バランス

④静的バランス（閉眼）

⑤静的バランス（開眼）

自分が意識する身体機能と実際の差との間に齟齬が生まれて転倒を引き起こすことがあり
ます。労働者の特性を適切に把握し、その人にあった作業内容等にすることも重要です。
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【ソフト（人的）対策】
職場エクササイズやストレッチ等の実施

□「職場における腰痛予防対策指針」に基づく対策の推進
加齢により筋肉の低下はもとより反射神経の衰えや骨強度の低下も伴って、転倒

するリスクや骨折して事故が重篤化するリスクが増大します。
転びにくい、転んでも骨折しにくい身体作りのために「転倒予防体操」やラジオ

体操を積極的に行うことなどによって、健康的な身体作りを心がけましょう。

毎日3分でできる
「転びにくい体をつくる職場エクササイズ」

https://safeconsortium.mhlw.go.jp/movie/ 

SAFEコンソーシアムポータルサイト
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【ソフト（人的）対策】
「職場における腰痛予防対策指針」に基づく対策の推進
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労働災害防止・職場環境改善の取り組みの好事例
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労働災害防止・職場環境改善の取り組み好事例

岡山労働局では、増加する小売業、介護施設の労働災害防止への取組みと
して令和４年度から岡山県+SAFE 協議会を設置して、県内リーディング
カンパニー、岡山県所管部署、業界関係者の協力のもと好事例の発信、
労働災害防止の啓発資料作成方針などを協議しています。

jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/newpage_01079.html

高年齢者活躍企業事例サイト

高年齢者が働きやすい職場環境づくりや、新たな職場・職務の創出な
ど、年齢にかかわりなく生涯現役でいきいきと働くことができる環境に
するための改善策や創意工夫を行った企業の事例を掲載しています。

https://www.elder.jeed.go.jp/index.html
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さいごに

□ ソフト対策の前に、まずはハード対策が
可能か検討してください。

□ソフト対策を実施する場合は、注意喚起に
とどまらず、個人的要因に配慮するため、
個人の心身の状況の把握・維持・向上を
図ることが必要です。
このためには、事業者だけでなく、労働者
も一体となっての意識改革が必要です。
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さいごに

本日の説明会に関する資料は、
後日、岡山労働局ホームページ
「労働基準監督署のコーナー」
に掲載予定です。

ご清聴ありがとうございました。
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